
【　料　金　表　】（利用者のご負担額）※下記ご負担額は、１割負担の方の場合です
≪訪問介護≫ 令和４年１１月１日現在

身体介護 ２０分未満 167 円 円
２０分以上３０分未満 250 円 円
３０分以上１時間未満 396 円 円
１時間以上１時間３０分未満 579 円
１時間３０分以上 30分増すごとに84円加算

身体介護から引き続き「生活援助」を追加する場合
　　（身体介護が２０分以上の場合に追加が可能）
生活援助 ２０分以上４５分未満 183 円

４５分以上 225 円
同時に２人の訪問介護員が身体介助又は生活援助を行った場合は上記金額の２倍になります

同一建物居住者に対する訪問減算

食材費、コピー費等 実　費
その他の費用

項　　　　　目 減算料金

所定単位数の２．４％

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
　　　　　　　 （要介護の方）

所定単位数の６．３％

介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位数の１０％

所定単位数の５％

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の１３．７％

中山間地域に居住する者へのサービ
ス提供加算(１回につき)

初回加算(１回につき)
生活機能向上連携加算Ⅱ(1月につき)

緊急時訪問介護加算(１回につき)
特定事業所加算Ⅱ(１回につき)

小規模事業所加算(１回につき)

１００
基本料金の１０％

所定単位数の２５％
深夜は所定単位数の５０％

所定単位数の１０％

項　　　　　目 基本料金 項　　　　　目 加算料金

25分増すごとに67円加算
夜間早朝加算(１回につき)

２００
２００


